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南

信

濃

地

方

に

お

け

る

前

近

代

史

の

研

究

l
　
問
題
の
所
在

こ
の
論
考
で
は
、
前
近
代
の
う
ち
主
に
近
世
南
信
濃
地
方
（
以
下
南
信
と
称
す
る
。

信
濃
国
の
う
ち
南
部
の
諏
訪
・
上
伊
那
・
下
伊
部
地
方
を
い
う
）
の
未
解
放
部
落
べ
以

下
部
落
と
い
う
）
　
の
史
的
研
究
を
主
題
と
す
る
。
信
濃
国
の
前
近

塚
田
　
（
万
羽
）
　
正
朋
氏
に
よ
り
全
般
に
わ
た

崎
行
也
氏
が
東
信
地
方
を
中
心
に
深
め
ら
れ

㍗
遠
詔
机
調
満目

各

落
史
研
究
は

、
さ
ら
に
尾

地
で
同
和
教

育
資
料
を
作
る
た
め
の
史
的
研
究
が
広
ま
っ
て
き
て
い
る
の
も
特
徴
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
そ
れ
ら
の
研
究
を
み
る
と
き
、
地
域
的
に
研
究
が
遅
れ
て
い
る
の
は
中

信
・
南
信
で
あ
り
、
北
信
・
東
信
に
く
ら
べ
て
立
ち
遅
れ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い

と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
中
信
・
南
信
と
い
っ
た
場
合
、
南
信
は
ほ
と
ん
ど
研
究
が

こ
れ
か
ら
と
い
う
状
態
で
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
南
信
の
部
落
史
研
究
の
遅
れ

は
、
一
つ
は
、
部
落
の
存
在
が
、
北
東
中
信
に
く
ら
べ
て
南
信
に
は
き
わ
め
て
少
な

い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
部
落
が
少
な
い
た
め
に
、
矛
盾
が
一
見
薄
い
よ
う
に
見
え

る
南
信
に
は
、
地
元
の
研
究
者
も
外
か
ら
の
研
究
者
も
手
を
つ
け
な
い
で
い
た
こ
と

で
あ
る
。
二
つ
は
、
す
で
に
差
別
か
ら
解
放
さ
れ
た
、
と
く
に
問
題
は
な
い
と
い
う

部
落
を
め
ぐ
る
l
般
的
な
認
識
が
　
（
事
実
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
）
、
研
究

を
拒
否
し
、
手
を
つ
け
る
こ
と
を
遅
れ
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
三
つ
は
、
南
信
地
方
で

は
、
戦
前
の
水
平
運
動
お
よ
び
信
濃
同
仁
会
の
運
動
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
戦

後
で
も
l
、
二
を
除
い
て
は
運
動
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
（
最
近
は
少
し
変
化

し
て
き
て
い
る
が
）
、
研
究
の
必
要
を
意
識
さ
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
南
信
地
方
に
つ
い
て
の
研
究
の
立
ち
遅
れ
は
、
南
信
地
方
の
部
落
の

存
在
形
態
と
解
放
の
度
合
の
反
映
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
を
跨
ま
え
て
私
が
こ

青

　

木

　

孝

　

寿

の
小
論
で
取
り
上
げ
た
課
題
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

①
前
近
代
の
部
落
史
の
研
究
者
が
、
ま
だ
本
格
的
に
研
究
を
は
じ
め
て
い
な
い
が
ゆ

え
に
、
南
信
地
方
の
部
落
史
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
自
体
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
基
礎
的
研
究
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
長
野
県
の
部
落
史
を
ト
ー
タ
ル
に
把
握
す
る
た
め
に
、
南
信
地
方
を
欠
落
さ
せ
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
近
世
に
お
い
て
信
濃
国
と
い
う
も
の
が
、
総
合
的
に
存

在
し
た
と
す
る
こ
と
は
無
理
が
あ
る
の
で
、
長
野
県
の
部
落
史
を
ト
ー
タ
ル
に
把
握

す
る
と
い
う
意
味
は
、
地
域
部
落
史
の
特
殊
性
と
一
般
性
を
統
一
的
に
と
ら
え
る
と

い
う
こ
と
と
い
っ
て
よ
い
。
長
野
県
を
そ
の
よ
う
に
統
一
し
て
と
ら
え
る
こ
と
で
、

さ
ら
に
東
日
本
の
部
落
史
の
特
性
を
も
う
か
が
う
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考

え
ら
れ
る
。

③
つ
ぎ
に
近
世
南
信
地
方
に
は
独
自
の
問
層
点
が
存
在
す
る
。
そ
の
一
つ
は
、
部
落

の
分
布
が
少
な
い
の
は
ど
う
し
て
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
二
つ
は
、
部
落
（
え
た

部
落
）
　
の
少
な
い
こ
と
が
何
に
よ
っ
て
カ
バ
1
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
こ
に
番
太
の
問

題
が
出
て
く
る
。
南
信
に
お
け
る
番
太
の
存
在
は
重
要
で
あ
る
。
こ
と
に
諏
訪
郡
で

は
、
近
世
に
部
落
が
城
下
に
だ
け
存
在
し
、
他
村
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
に
、

伊
那
郡
と
は
ま
た
や
や
違
っ
た
番
太
の
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
問

題
に
つ
い
て
現
在
明
確
に
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
に
迫
る
た
め
の
実

証
的
研
究
を
め
ざ
し
た
い
。

な
お
、
今
日
の
南
信
地
方
に
お
け
る
部
落
問
題
の
あ
り
方
が
、
近
代
の
南
信
地
方

の
部
落
史
、
さ
ら
に
近
代
史
全
体
と
ど
う
関
係
す
る
か
、
と
く
に
当
地
方
の
活
発
な

社
会
運
動
の
歴
史
と
ど
う
関
係
す
る
か
、
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
が
こ
の
小
論
で
は

そ
れ
を
今
後
の
課
題
と
し
て
残
す
こ
と
に
し
た
い
。



表1　地域別の地区・世帯・人口数

地区数 ��(�����������B�
世帯数 �ｩi�ｾi[ﾘｼ��

人　　　　　口

ト 佰ｲ�

157 ���3SS"�9．8 嶋�3cs��

86 ���3C#��16．5 度�3��b�

54 田s��12．4 �8�3ツ��

36 �3#B�9．0 ���3s迭�

333 �8�3鉄b��嶋�C田h�｢�（11．9） �#H�3�3b���#(�C#C��｢�

地域人口に
す　る　割　合

1．8喀

2．4

1．0

0．4

（1．3）

地域人［＝こ対する割合の地域人口は1935注1933年調査。
国勢調査による。（）内は「葬制一覧」を訂正した数

表2　南信地方の地区・世帯・人口数

地区数 ��(�����������B�
世帯数 �ｩ&霎i[ﾘｼ��人 �8ﾒ�

3（1） 鼎B�14．7 �#3R�

11（10） ��S��14．4 涛3r�

22（14） ��#"�5．5 田#2�

36（25） �3#B�9．0 ���3s迭�

注19，33年調査。口内は4世帯以上の地区数。地域人口は1935
年国勢調査による。

表3　　　津別　稜多・非人の戸口

地域 �,8������kﾂ�壕　　　多 剩�@　　人 剏v 
戸　数 ��ﾈ��ﾏｲ�戸　数 ��ﾈ��ﾏｲ�戸　数 ��ﾈ��ﾏｲ�

北 儁������������"�56 鼎CB�3 �#r�59 ��ｩ�S��
（0．8） �����CH�｢�7 鼎B�（0．8） �����CX�｢�

須　　　　　坂 鼎2���#��｢�239 （21） 剴S����38�｢�283 

膚 傴ﾈ�����������2�－ �����｢� ��s"�307 （1．0） ���(�CX�｢�(�3�#R�����CH�｢�

東 膚 ��8������������62�108 塔釘�3 ��2�111 （10） 涛�r�

小　　　　　諸 �����C��｢��#"�（1．4） 573 唐�42 ��3�������｢�（1．5） 615 

岩　　村　　田 �����C��｢�cR���(�Ch�｢�（1：8） 306 （2．9） �2�15 田����(�Cx�｢�（1．9） 321 （8．0） 

亀　　　　　岡 �� �� �� 

中 傴ﾈ����������gｲ�27 ��C��10 鼎�"�37 鉄S"�

膚 凵i0．1） �����C��｢�凵i0．2） �����CX�｢�

南 信 俘(��8r�ﾘ(���2�ー ��ﾂ�－ ��ﾂ�36 �#�"�
詔 �#CB�13 鼎B�（0．3） 36 �����CH�｢�#モ�

（0．2） �����CX�｢�凵i0．4） �����Ch�｢�

飯　　　　　田 ��－ 剴��������C��｢�222 （0．8） 

計 �444 （0．4） 滴�3c�2�����C��｢�47 都c��943 （0．8） 店�3ンb�����C��｢�

注　「藩制一覧」より作成。口内は当該浮の総数から算出した割合（痴）。

小数点2位4捨5人。
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ニ
　
部
落
の
分
布
と
問
題
点

戦
前
一
九
三
五
年
（
昭
和
一
〇
）
中
央
融
和
事
業
協
会
が
調
査
し
た
「
全
国
部
落

絹
鴇
鳥
目
謂
用
M
謂
㌶
銅
誓
択
㌔
謂
紺
㌍
聖
蛇
㌶

・
中
・
南
信
の
順
に
少
な
く
な
り
、
絶
対
数
で
は
北
信
・
東
信
が
多
く
、
中
信
が
世

帯
・
人
口
と
も
東
信
の
半
分
以
下
で
大
巾
に
減
り
、
さ
ら
に
南
信
は
世
帯
・
人
口
と

も
中
信
の
半
分
以
下
と
少
な
い
。
つ
ぎ
に
、
人
口
に
つ
い
て
地
域
の
人
口
と
の
割
合

で
み
る
と
、
表
1
・
2
の
よ
う
に
、
東
信
が
第
一
位
で
二
・
四
感
、
つ
い
で
北
信
一

・
八
蕗
、
中
信
は
北
信
の
二
分
の
一
強
で
一
・
〇
飾
、
さ
ら
に
南
信
は
中
信
の
二
分

の
一
、
北
信
の
四
分
の
一
の
比
率
、
〇
、
四
喀
と
な
っ
て
い
る
。
人
口
の
比
率
で
み

る
と
南
信
は
、
東
信
の
五
分
の
一
、
北
信
の
四
分
の
一
、
中
信
の
二
分
の
一
と
い
う

っ
ぎ
に
明
治
初
年
の
（
明
治
二
年
）
、
旧
幕
府
・
旗
本
領
を
除
い
た
信
州
〓
藩

の
え
た
・
非
人
の
戸
数
・
人
口
を
み
る
と
、
表
3
の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
「
藩
制

一
覧
」
か
ら
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
数
字
に
問
題
の
あ
る
と
こ
ろ
（
誤
差
、
誤

記
と
思
わ
れ
る
も
の
）
が
あ
る
の
で
、
概
況
を
知
る
程
度
に
と
ど
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
稼
多
の
戸
数
・
人
口
を
そ
の
浮
の
総
戸
数
・
人
口
か
ら
算
出
し
た
割
合
に
よ

っ
て
み
る
と
、
や
は
り
松
本
・
高
遠
な
ど
中
南
信
諸
藩
は
、
東
北
信
藷
臆
に
比
し
て

低
い
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
磯
多
・
非
人
合
計
の
割
合
も
そ
の
傾
向
に
あ
る
。
こ
れ

は
蓑
1
・
2
と
合
致
す
る
傾
向
で
あ
る
。

割
合
で
少
な
い
。

盾

信

借

信

北

東

申

南

南
信
濃
地
方
に
お
け
る
前
近
代
部
落
史
の
研
究



表4　南信地方の部落の形態

形　　　　　態 �8������割　　合 

城下・陣屋・代官所 澱�喀 24．0 

交　通　　集　落 ����44．0 

宿　　　駅 途�2臥0 

（ ����（ 
渡　し　場 釘�16．0 

農　　　山　　　村 唐�32．0 

計 �#R�100．0 

注　4世帯以上の部落の場合
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長
野
県
短
期
大
学
紀
要
第
三
四
号
　
二
九
七
九
）

非
人
に
つ
い
て
み
る
と
、
東
北
信
は
ほ
ぼ
磯
多
の
一
割
程
度
で
あ
る
が
、
高
遠
の

場
合
磯
多
に
対
し
て
非
人
は
戸
数
で
五
六
・
五
蕗
、
人
口
で
一
八
・
〇
啓
で
あ
り
、

東
北
信
諸
藩
よ
り
は
非
人
が
少
し
多
い
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
高
島
藩
・
飯
田
帝
の

非
人
数
が
不
明
な
の
で
量
的
に
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
非
人

が
南
信
で
は
一
定
の
役
割
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
推
定
で
き
よ
う
。
南
信
地
方
に
部

落
が
少
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
仮
説
も
十
分
立
て
ら
れ
な
い
状
況
な
の

で
、
最
後
の
「
ま
と
め
」
で
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

い
ま
判
明
し
て
い
る
範
囲
に
お
い
て
南
信
地
方
の
部
落
の
形
態
的
分
類
を
し
て
み

る
と
、
一
九
三
三
年
の
資
料
に
も
と
づ
い
て
、
表
4
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
（
四
世

帯
以
上
の
部
落
に
つ
い
て
）
。
城
下
町
・
陣
星
・
代
官
所
に
置
か
れ
た
部
落
が
全
体

の
四
分
の
t
、
二
四
啓
、
交
通
集
落
に
あ
る
部
落
が
最
も
多
く
四
四
感
、
そ
の
う
ち

で
も
宿
駅
が
多
い
。
残
り
三
二
感
は
農
山
村
の
部
落
で
あ
る
。
伊
部
郡
で
は
城
下
町

㍉
工
十
㌦
∴
∴
∴
十
十
∴
予
言
工
巨

ま
た
、
個
々
の
近
世
初
期
の
部
落
の
成
立
事
情
を
う
か
が
わ
せ
る
に
足
る
史
料
も
、

ま
だ
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

原
則
と
し
て
南
信
地
方
の
部
落
も
ま
た
、
塚
田
正
朋
氏
が
分
類
し
て
い
る
よ
う
に

そ
の
分
布
は
、
旧
城
下
町
・
陣
屋
・
代
官
所
等
の
所
在
地
に
あ
る
部
落
、
勒
衝
道
沿

い
の
宿
場
に
あ
る
部
落
、
㈱
近
世
後
半
の
新
設
部
落
、
細
中
世
に
繁
栄
し
た
寺
社
の

門
前
、
定
期
市
、
地
方
小
領
主
の
虎
と
関
連
し
た
部
落
な
ど
に
分
け
る
こ
と
が
で
き

ょ
う
。
そ
の
中
で
も
南
信
地
方
で
は
、
前
項
に
述
べ
た
よ
う
に
鋸
偽
の
部
落
が
目
立

っ
て
い
る
よ
う
に
み
ら
れ
、
制
も
あ
る
が
成
立
が
不
明
の
も
の
が
多
く
細
も
若
干
は

認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
伊
部
郡
（
上
下
）
　
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
高
遠
城
下
を
除
い

て
ほ
と
ん
ど
天
竜
川
沿
い
な
い
し
そ
れ
と
平
行
し
て
走
る
三
州
街
道
沿
い
の
宿
駅
（
ま

た
は
そ
れ
に
類
似
の
間
の
宿
）
村
落
に
多
く
分
布
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
諏
訪

郡
で
は
、
高
島
城
下
の
部
落
の
ほ
か
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
ず
、
高
島
城
下
に
集
中
し
て

い
る
の
が
特
色
で
あ
ろ
う
（
二
　
二
高
島
成
下
か
ら
移
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
事
例
が

今
日
は
み
ら
れ
る
が
）
。

お
そ
ら
く
幕
藩
時
代
の
初
期
か
ら
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
高
島
・
高
遠
城
下
の
部
落

が
、
い
つ
ご
ろ
成
立
し
た
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
南
信
地
方
で
比
較
的
初
期
の
史

∴
二
∴
町
」
・
㍉
㍉
∴
十
㌦
二
∵
言
∴
】

一
機
多
壱
人
御
座
候
、
屋
敷
蓑
拾
四
間
・
真
へ
弐
拾
四
蘭
之
所
、
井
六
間
。
七
間

地
、
田
畑
持
高
捨
石
五
斗
≡
升
八
合
ハ
年
々
御
年
貢
御
上
納
仕
供
、

。
ハ
持
高
田
畑
共
。
諸
役
御
免
、
其
上
御
扶
持
方
弐
人
扶
持
宛
被
下

を
除
い
て
、
部
落
は
主
に
天
竜
川
沿
い
　
（
渡
し
場
等
）
と
、
そ
れ
に
並
行
し
て
走
る

三
州
街
道
沿
い
に
多
く
集
中
し
て
い
る
め
が
特
色
で
、
伊
部
郡
最
南
端
部
の
山
村
お

よ
び
遠
山
郷
を
は
じ
め
と
す
る
東
部
の
山
岳
地
帯
に
は
、
部
落
は
存
在
し
て
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
南
信
で
は
、
城
下
町
・
陣
屋
と
交
通
集
落
を
加
え
る
と
、
全
体
の
約
七

割
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

∴
∴
∵
∵
∴
∵
㍉
㌦
立
言
∵
■

二
砺
多
御
座
候
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
　
　
介

是
ハ
牢
番
仕
侯
、
則
屋
敷
壱
反
壱
畝
六
歩
之
所
井
壱
畝
拾
弐
歩
之
畑
、
寛
永
十

六
卯
年
六
十
壱
年
前
脇
坂
淡
路
守
様
御
検
地
之
節
も
御
除
被
遊
侠
、
但
田
畑
持

高
御
年
貢
年
々
上
納
仕
侯
、
扱
叉
脇
坂
中
務
様
御
代
ニ
ハ
持
高
話
役
等
御
赦
免

被
遊
、
其
上
御
扶
持
弐
人
扶
持
被
下
僕
、
御
料
。
罷
成
り
御
年
貢
上
納
任
侠
、
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板
倉
療
母
様
御
代
こ
も
御
料
並
二
被
遊
侯
、
右
牢
守
義
、
御
領
分
中
と
百
姓
・

水
呑
・
棚
借
り
迄
夏
麦
壱
升
、
秋
扱
壱
升
宛
く
れ
来
り
申
侯
、

と
あ
る
。
差
出
帳
の
記
載
で
あ
っ
て
根
本
史
料
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
い
が
、
こ

の
二
冊
の
記
述
を
総
合
し
て
み
る
と
、
〓
ハ
三
九
年
（
寛
永
十
六
）
　
の
脇
坂
淡
路
守

検
地
の
と
き
、
す
で
に
星
数
と
二
畝
一
二
歩
の
畑
は
除
地
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
の

で
、
こ
の
時
期
に
は
牢
屋
が
木
下
村
に
存
在
し
、
牢
番
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
確

か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
前
の
こ
と
は
不
明
で
、
木
下
村
が
小
笠
原
氏
の
伊
那
郡
北
部

の
領
地
の
中
心
と
し
て
郡
代
が
置
か
れ
た
と
思
う
が
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
し
か
し

脇
坂
氏
の
伊
部
郡
北
部
の
領
地
の
中
心

は
木
下
板
倉
氏
の
郡
代
が
居
住
し
て
い

聖
て
、
郡
代
が
置
か
れ
、
天
和
二
年
か
ら

し
た
が
っ
て
一
六
三
九
年
（
寛
永
十
六
）

の
脇
坂
氏
以
後
し
か
確
認
は
で
き
な
い
が
、
歴
代
の
郡
代
の
居
住
地
と
し
て
陣
屋
が

置
か
れ
、
そ
こ
に
不
可
欠
の
も
の
と
し
て
牢
畳
が
付
設
さ
れ
、
牢
番
が
置
か
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
伊
部
地
方
で
は
、
木
下
村
牢
番
は
か
な
り

古
い
磯
多
身
分
を
構
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ぎ
に
脇
坂
淡
路
守
時
代
に
は
、
持
高
（
一
〇
石
五
斗
余
）
　
は
年
貢
を
上
納
し
、

脇
坂
車
務
時
代
に
は
特
高
諸
役
免
除
の
上
、
二
人
扶
持
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
幕
府

領
＝
御
料
所
に
な
っ
て
か
ら
〓
ハ
七
二
年
（
寛
文
十
l
〇
　
田
畑
の
年
貢
を
納
め
る
よ

う
に
な
り
、
木
下
板
倉
領
の
板
倉
板
母
時
代
に
は
、
幕
府
領
並
み
に
改
正
し
て
い
奄

脇
坂
中
務
時
代
が
最
も
特
権
を
与
え
ら
れ
て
い
る
理
由
は
何
に
原
因
し
て
い
る
の
か

興
味
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
い
ま
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

木
下
村
牢
番
に
つ
い
て
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
点
は
、
星
数
が
一
反
l
畝
六
歩

二
四
間
×
二
四
間
）
あ
り
、
こ
れ
は
か
な
り
の
面
積
で
あ
る
か
ら
、
牢
屋
敷
と
牢

番
の
家
（
宅
地
）
　
を
含
め
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
公
用
地
と
し

て
の
牢
屋
敷
と
そ
れ
に
付
属
す
る
牢
番
屋
敷
は
当
然
除
地
に
な
る
。
屋
敷
に
は
、
さ

ら
に
畑
一
畝
l
二
歩
が
付
属
し
て
、
こ
れ
が
除
地
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
牢
番
の
生

活
に
必
要
な
畑
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
加
え
て
牢
番
は
田
畑
持
高
一
〇
石

五
斗
余
を
所
持
し
て
い
る
。
一
般
農
民
と
し
て
も
一
〇
石
余
と
い
う
特
高
は
、
村
落

内
で
は
中
以
上
の
持
高
で
あ
る
か
ら
、
牢
番
を
し
な
が
ら
手
作
り
す
る
と
い
う
こ
と

は
か
な
り
困
難
で
あ
ろ
う
。
こ
の
持
高
は
、
牢
番
が
も
と
も
と
「
百
姓
」
と
し
て
所

有
し
て
い
た
も
の
か
、
小
笠
原
氏
な
り
脇
坂
氏
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
か
、
こ
れ
は

不
明
で
あ
る
が
、
脇
坂
検
地
の
際
も
除
地
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
前
者
の
可

能
性
が
強
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
牢
番
の
持
高
の
多
い
事
例
は
、
東
北
借
地

方
に
も
み
ら
れ
な
い
一
つ
の
特
色
と
考
え
ら
れ
る
。

木
下
村
牢
番
の
問
題
と
は
別
の
成
立
の
方
法
で
、
江
戸
時
代
後
期
に
新
設
さ
れ
た

縞
㍑
摘
描
紺
紺
机
甥
M
絹
㌶
鍔
－
。
綽
翫
誓
）
錮

㌍
絹
詔
絹
机
調
川
M
諸
相
錮
摘
㌶
縞
昌
錯
靂
捕
縄

期
通
じ
て
片
桐
町
に
は
三
～
四
軒
の
磯
多
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
で

同
じ
片
桐
村
の
七
久
保
に
穣
多
の
新
設
の
問
題
が
出
て
く
る
の
が
、
t
七
二
二
二
年

（
享
保
十
八
）
十
二
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
七
久
保
で
は
村
中
相
談
の
上
、
案
右
衛

門
の
持
地
の
う
ち
杢
兵
衛
林
と
い
う
と
こ
ろ
を
金
三
分
、
銭
二
〇
〇
文
で
買
い
取
り

稜
多
彦
六
に
屋
敷
と
し
て
預
け
、
そ
の
か
わ
り
「
村
之
内
へ
怪
敷
老
来
供
ハ
ゝ
、

早
々
彦
六
方
へ
申
届
ケ
急
慶
吟
味
可
仕
」
き
こ
と
に
決
め
た
。
金
三
分
二
朱
銭
二
〇

言
∵
吾
巨
工
仁
王
二
言
了
立
■
1
芦
∴
。
・

こ
の
よ
う
に
七
久
保
で
は
、
村
の
治
安
の
た
め
磯
多
彦
六
を
呼
び
、
土
地
を
買
い

家
を
建
て
た
と
思
わ
れ
る
。
彦
六
が
片
桐
町
か
ら
来
た
か
ど
こ
か
ら
釆
た
か
は
不
明

で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
は
じ
め
て
七
久
保
に
来
た
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

な
お
七
久
保
は
三
州
街
道
沿
い
の
小
村
落
で
あ
る
。

年
鏑
…
用
璃
謂
川
根
錯
紺
如
絹
結
締
錯
摘
錮
銅
㍍
結
晶

に
ょ
る
と
、
「
飯
島
町
無
高
谷
八
身
元
之
儀
元
来
搾
素
性
之
者
一
品
、
近
来
近
江
画

三
井
寺
近
松
寺
配
下
。
御
座
候
、
」
と
あ
り
、
「
職
分
者
非
人
様
－
－
而
磯
不
浄
之
事
共

取
扱
中
候
」
と
あ
る
。
こ
れ
で
み
る
と
、
飯
島
町
牢
番
は
無
高
で
、
も
と
も
と
符
作

り
で
あ
り
、
近
来
近
江
国
三
井
寺
近
松
寺
配
下
に
な
り
、
職
分
は
非
人
と
同
じ
よ
う
た

こ
と
を
や
り
、
磯
・
不
浄
と
い
う
問
題
を
取
り
扱
っ
て
い
た
。
い
つ
置
か
れ
た
か
は

不
明
で
あ
る
が
、
か
な
り
新
し
く
な
っ
て
お
り
、
非
人
系
の
者
を
便
宜
置
い
た
よ
う

で
あ
る
。四

　
穣
多
身
分
の
実
態

山
稜
多
と
番
人
　
（
番
太
）
　
と
の
関
係

蔵
多
が
集
団
的
に
町
村
の
は
ず
れ
に
居
住
し
、
筈
察
・
司
法
の
下
役
（
牢
番
・
太

刀
取
・
市
中
宿
駅
等
の
督
備
）
な
ど
の
公
務
に
従
い
、
し
ご
と
・
社
交
・
生
活
・
結

南
信
濃
地
方
に
お
け
る
前
近
代
部
落
史
の
研
究
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長
野
県
短
期
大
学
紀
要
第
三
四
号
（
l
九
七
九
）

婚
・
祭
礼
な
ど
に
き
び
し
い
身
分
統
制
を
受
け
、
非
人
　
（
番
太
＝
番
人
を
含
む
）
身

分
の
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
膿
民
と
し
て
存
在
し
た
の
に
対
し
て
、
非
人
と
し
て
の

番
太
＝
番
人
は
、
信
州
に
お
い
て
は
一
～
二
力
村
ま
た
は
数
力
村
に
一
人
お
か
れ
て

塁
持
上
持
上
‥
㌍
U
y
∵
鳥
一
言
■
昌
嵩
－
い

人
絹
純
絹
雛
再
建
締
結
入
込
不
申
様
心
付
可
申
侯
、
髭
之
老
ハ

早
刻
次
村
へ
送
り
遣
可
申
供
、
（
略
）

（中略）

一
風
烈
之
節
別
而
心
付
、
村
内
見
廻
り
昼
夜
無
由
断
番
可
仕
、
尤
平
生
共
昼
夜
折

々
見
廻
可
申
朕
、

言
黒
豆
‥
．
…
葦
豆
㌍
・
言
㍊
王
宮
∴

ご
姦
融
へ
持
行
可
申
候
、

l
天
蓋
井
が
ん
江
釣
倶
者
ハ
取
可
申
侯
、

こ
の
ほ
か
、
年
始
・
三
月
三
日
・
五
月
五
日
・
七
月
七
日
・
同
十
四
日
・
九
月
九

日
・
せ
い
ぽ
（
歳
暮
）
　
に
、
村
役
人
に
御
礼
し
て
回
る
こ
と
も
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
前
記
の
「
申
渡
」
を
み
る
と
、
第
一
に
物
某
・
乞
食
・
非
人
等
が
村
へ

入
ら
ぬ
よ
う
処
置
す
る
こ
と
（
治
安
）
、
第
二
は
凰
烈
し
い
と
き
火
事
な
ど
出
な
い

よ
う
に
村
内
見
回
り
番
を
す
る
こ
と
、
第
三
は
葬
礼
の
と
き
見
舞
を
す
る
と
と
も
に

葬
送
の
道
具
を
持
っ
て
野
送
り
し
、
終
わ
っ
た
な
ら
元
の
場
所
へ
返
す
こ
と
、
こ
の

二
言
条
が
主
要
な
任
務
で
あ
り
、
内
容
は
治
安
維
持
・
火
の
番
・
葬
礼
の
雑
用
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
番
太
と
磯
多
と
の
か
か
わ
り
を
前
述
の
乙
事
村
「
番
人
召
抱
候
節
書
留
帳
」

に
よ
っ
て
み
る
と
、

l
九
月
十
八
日
額
沢
村
・
瀬
沢
新
田
両
村
番
人
参
、
此
間
湯
之
脇
へ
参
供
処
、
当

御
村
1
－
番
人
魚
之
間
、
相
応
之
者
有
之
ハ
見
立
通
呉
れ
候
棟
被
仰
候
間
、
其
方

英
日
三
乗
供
者
有
之
ハ
世
話
仕
候
様
申
付
、
瀬
沢
村
番
人
兄
弟
分
之
著
御
召
抱

披
下
僕
様
仕
度
奉
叡
上
候
旨
申
来
、
（
略
）

と
あ
り
、
諏
訪
郡
瀬
沢
村
・
瀬
沢
新
田
番
人
が
、
同
郡
上
諏
訪
村
湯
之
脇
の
磯
多
の

と
こ
ろ
へ
行
っ
た
際
、
乙
事
村
に
番
人
が
い
な
い
の
で
、
適
当
な
者
を
見
立
て
て
く

れ
る
よ
う
い
わ
れ
、
同
番
人
が
自
分
の
兄
弟
分
（
兄
）
を
召
抱
え
て
ほ
し
い
と
乙
事

村
へ
申
し
来
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
湯
之
脇
の
磯
多
が
、
領
内
の
村
々
の
番
人
の

動
静
に
つ
い
て
よ
く
知
っ
て
お
り
、
適
当
な
番
人
を
乙
事
村
に
推
薦
す
る
こ
と
を
役

目
と
し
て
持
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

乙
宰
相
で
は
こ
の
あ
と
瀬
沢
村
へ
人
を
や
っ
て
、
番
人
の
兄
の
素
行
を
調
べ
、
さ

ら
に
村
役
人
が
「
御
用
一
－
両
町
行
之
節
湯
之
脇
江
寄
、
太
右
衛
門
江
右
之
様
子
咄
候

処
、
是
文
中
倶
ハ
、
瀬
沢
村
へ
当
時
罷
越
候
者
至
撞
実
情
之
者
之
由
御
召
抱
披
下
供

事
も
宜
敦
者
与
奉
存
候
」
と
い
う
返
事
で
、
湯
之
脇
の
磯
多
に
直
接
右
の
番
人
の
兄

の
こ
と
を
聞
き
召
抱
え
て
も
宜
し
い
と
推
薦
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
番
人
の
推
薦
が
壕

多
に
も
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
こ
と
か
ら
磯
多
が
番
人
を
交
配
し
て
い
た
こ
と
を
う
か

が
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
結
果
、
瀬
沢
村
番
人
の
と
こ
ろ
に
い
た
兄
が
、
当
冬
中

召
抱
え
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
磯
多
と
番
人
と
の
職
務
に
よ
る
関
係
、
お
よ
び
身
分
関
係
の
か
か
わ
り

を
示
す
史
料
と
し
て
一
八
〇
一
年
（
享
和
元
）
九
月
の
「
御
郡
御
奉
行
様
仁
被
　
仰

出
書
留
帳
」
（
諏
訪
郡
西
山
田
村
）
（
1
3
）
が
あ
る
。
高
島
洋
が
磯
多
を
回
村
さ
せ
る
と

き
の
宿
泊
等
に
つ
い
て
「
被
　
押
出
」
に
は
、

l
磯
多
共
時
々
廻
り
等
申
付
差
遣
候
節
、
何
ケ
我
鹿
成
様
子
等
茂
有
之
哉
二
粗
相

㌍
韓
∵
㍊
‥
言
草
章
㌦
㌍
∵
㍊
工
㌍

村
方
之
内
名
主
共
差
囲
之
処
二
泊
り
侯
等
l
l
侯
、

と
あ
り
、
高
島
藩
で
は
磯
多
を
と
き
ど
き
回
村
の
た
め
派
臆
し
、
そ
の
際
宿
泊
所
に

な
っ
た
村
方
は
、
米
・
塩
・
味
噌
を
磯
多
に
取
ら
せ
る
と
と
も
に
、
近
村
の
番
太
の
家

に
泊
ら
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
近
村
に
番
太
の
い
な
い
場
合
は
、
名
主
が
指
定
し

た
と
こ
ろ
に
泊
ら
せ
る
よ
う
に
指
示
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
領
内
村
々
筈
備
そ
の
他
の
公
務
の
た
め
に
域
多
が
回
村
す
る
と
き
、

そ
の
宿
泊
は
番
大
方
に
指
定
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
の
関
係
が
組
織
作
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
と
と
も
に
、
番
太
は
、
そ
の
管
轄
村
々
に
異
変
の
お

こ
っ
た
場
合
に
は
、
磯
多
に
連
絡
す
る
関
係
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

こ
の
両
者
の
関
係
を
明
確
に
示
す
も
の
と
し
て
、
後
述
す
る
と
こ
ろ
の
舞
牛
馬
処

理
を
め
ぐ
る
問
題
が
あ
る
。
一
八
五
八
年
（
安
政
五
）
八
月
の
伊
部
郡
片
桐
村
の
う

ち
片
桐
町
お
よ
び
七
久
保
両
所
の
壕
多
と
同
郡
北
駒
場
村
3
磯
多
と
の
あ
い
だ
に
お

こ
っ
た
苑
牛
馬
処
理
権
の
争
い
が
あ
る
。
片
桐
町
域
多
の
訴
状
玉
の
車
に
、



松
平
摂
津
守
様
御
領
分
上
新
井
村
・
古
町
村
番
人
銀
助
与
中
老
へ
過
分
之
酒
代
金

と
絹
詔
貼
附
錮
髭
紺
髄
絹
摘
Ⅷ
l
l
付
、
（
下
略
）

右
両
村
（
筆
者
注
上
新
井
村
・
古
町
村
）
之
番
人
銀
助
与
中
老
数
年
来
為
知
来
り

候
二
相
違
無
御
座
候
、
（
中
略
）
右
横
為
知
呉
侯
節
者
誰
。
不
限
相
応
之
謝
義
ハ

仕
侯
へ
共
、
多
分
之
洒
代
金
等
遺
族
義
ハ
曽
無
御
座
候
、
（
下
略
）

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
先
牛
馬
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
村
を
管
轄
し
て
番
に
当
た
る
番

人
　
（
番
太
）
　
は
、
そ
の
馬
を
「
拾
馬
」
と
し
て
い
る
積
多
に
通
告
し
て
、
先
牛
馬
を

拾
い
取
ら
せ
て
お
り
、
稜
多
か
ら
番
人
に
酒
代
金
等
を
謝
礼
と
し
て
出
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
番
太
・
番
人
そ
の
も
の
の
史
料
は
あ
る
が
、
こ
の
小
論
は
磯
多
身
分
の

研
究
小
論
な
の
で
、
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。

∵
‥
巨
∴
告
塁
上
三
㌦
塁
上
十
㌦
㍊
言
．
‖
詔

が
出
て
く
る
。
太
右
衛
門
は
「
此
度
御
柱
故
他
国
と
仲
間
之
者
共
数
多
参
申
候
二
付
一

新
金
二
分
の
借
用
を
友
右
衛
門
に
願
い
出
、
そ
の
返
金
方
法
に
つ
い
て
、
「
当
夏
中

我
等
か
掛
掛
下
掛
乱
酔
掛
中
隊
を
蒜
元
利
共
二
御
返
上
可
中
上
侯
」
と
述
べ
、
旦

那
場
の
存
在
と
、
そ
こ
で
集
め
た
麦
に
よ
っ
て
返
済
す
る
と
約
束
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
な
お
、
諏
訪
明
神
の
「
御
柱
」
の
行
事
に
、
他
国
よ
り
積
多
仲
間
が
多
数
来
る

と
い
う
事
実
に
つ
い
て
、
注
目
し
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
磯
多
が
「
御
柱
」
と

ど
う
か
か
わ
っ
た
の
か
、
「
御
柱
」
と
い
う
神
事
で
あ
れ
ば
他
国
か
ら
信
州
へ
来
る

こ
と
が
で
き
た
の
か
、
問
題
を
投
げ
か
け
る
史
料
で
あ
る
。

立
言
㌍
言
言
上
二
王
言
上
∴
∴
U
㍉
詰

こ
の
調
査
は
、
一
七
九
七
年
で
は
先
能
村
・
中
新
田
村
・
赤
沼
村
・
有
賀
村
等
か
ら

暮
上
が
郡
奉
行
に
出
さ
れ
、
四
年
後
の
一
八
〇
一
年
（
享
和
元
酉
）
　
に
も
同
じ
調
査

が
お
こ
な
わ
れ
、
福
沢
村
・
豊
平
村
・
植
原
田
村
・
塩
之
目
村
・
西
山
田
村
等
か
ら

一
四
拾
九
軒
　
　
　
家
数

内
拾
≡
軒
　
　
　
神
職
入

着
之
者
ハ
何
－
－
而
茂
出
シ
不
申
供
、

弐
　
軒
　
　
　
壱
入
幕
シ
之
者

右
同
断

残
而
三
拾
四
軒
　
　
百
　
姓

右
ハ
田
l
l
而
稲
弐
把
宛
出
シ
申
侯
、

其
上
去
ル
未
ノ
年
と
庭
。
而
夏
大
根
・
秋
粗

心
持
次
第
出
し
申
侯
、

右
之
通
－
－
御
座
候
、
以
上
、

寛
政
九
丁
．
巳
年
四
月
　
　
書
右
衛
門

藤
右
衝
門

御
郡
御
奉
行
所
様
　
　
　
　
与
右
衛
門

と
い
う
赤
沼
村
の
場
合
が
あ
る
。
四
九
軒
の
う
ち
神
職
一
三
軒
と
一
人
暮
ら
し
の
者

二
軒
は
負
担
を
せ
ず
、
残
り
三
四
軒
の
百
姓
が
田
か
ら
稲
二
把
ず
つ
負
担
し
、
そ
の

上
去
る
天
明
七
未
年
二
七
八
七
）
か
ら
、
各
家
の
庭
先
で
夏
は
大
根
、
秋
は
枚
を

「
心
持
次
第
」
出
す
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
旦
那
場
と
し
て
赤

沼
村
は
、
各
家
庸
二
把
ず
つ
を
負
担
し
　
（
い
わ
ゆ
る
一
把
稲
）
、
そ
の
上
に
各
家
の

考
え
方
で
大
根
・
粗
を
加
え
て
い
る
。
し
か
も
生
活
や
職
業
の
実
情
に
応
じ
て
負
担

を
免
じ
る
場

中
新
田
村

吟
も
あ
る
。

、
一
四
二
軒
の
う
ち
、
山
伏
・
役
人
・
歩
き
計
六
軒
、
l
人
暮
ら
し

の
者
l
二
軒
、
「
作
少
々
仕
侯
者
」
l
〓
軒
、
計
三
九
軒
は
負
担
し
な
い
。
残
一
〇

一
軒
　
（
記
述
誤
差
あ
り
）
　
の
う
ち
大
百
姓
四
〇
軒
は
麻
七
掛
、
中
百
姓
六
一
軒
は
同

四
掛
（
夏
麻
）
　
を
負
担
し
、
村
の
家
数
を
こ
の
よ
う
に
≡
通
り
（
負
担
し
な
い
、
麻

七
掛
、
同
四
掛
）
　
に
分
け
、
さ
ら
に
大
豆
一
俵
を
村
と
し
て
年
々
買
い
と
と
の
え
て

与
え
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
品
物
は
磯
多
が
村
へ
来
て
集
め
て
い
く
よ
う
に
な
っ
て
い

た。

六
〇
妄
（
享
和
元
）
ま
で
福
江
村
（
2
1
）
で
は
、
名
主
・
年
寄
は
枚
・
至
升
宛

差
し
出
し
て
い

厨）
エ・ハ「

一
七
九
七
年
（
寛
政
九
巳
）
四
月
の
一
例
を
示
す
と
、

一
磯
多
共
江
年
中
為
取
候
晶
御
尋
l
l
付
左
二
中
上
侯
、

そ
の
ほ
か
の
農
民
は
一
升
の
者
と
五
合
の
者
・
負
担
し
な
い
者
に
分
け
て
計
粗
二
斗

九
升
八
合
・
麦
二
斗
九
升
八
合
を
負
担
さ
せ
て
い
た
の
を
、
同
年
か
ら
は
、
他
村
と

の
振
り
合
い
か
ら
負
担
し
な
か
っ
た
者
も
少
し
負
担
す
る
よ
う
に
し
て
、
粗
・
麦
各

三
斗
九
升
を
納
め
る
よ
う
に
し
た
。
こ
の
ほ
か
麻
と
そ
ば
を
組
み
合
わ
せ
て
出
し
た
　
2
3

南
信
濃
地
方
に
お
け
る
前
近
代
部
落
史
の
研
究
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長
野
県
短
期
大
学
紀
要
第
三
四
号
　
二
九
七
九
）

と
こ
ろ
も
あ
る
。
な
お
先
能
村
は
「
古
来
ぐ
二
切
く
れ
来
不
申
候
」
と
書
き
宰
旦

那
場
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

五
　
弊
牛
馬
処
理
権
を
め
ぐ
っ
て

宛
牛
馬
処
理
権
お
よ
び
皮
革
の
製
造
・
販
売
な
ど
の
生
産
流
通
磯
溝
に
つ
い
て
、

長
野
県
に
お
け
る
史
料
と
そ
の
研
究
は
、
こ
れ
ま
た
非
常
に
少
な
い
の
で
、
そ
れ
ら

の
実
態
に
つ
い
て
は
不
明
の
点
が
多
い
。
そ
の
意
味
か
ら
、
南
信
地
方
で
得
ら
れ
た

史
料
は
貴
重
な
の
で
紹
介
を
兼
ね
て
分
析
し
て
み
た
い
。

先
牛
馬
処
理
の
史
料
は
、
い
ず
れ
も
幕
末
の
も
の
で
あ
る
。
一
八
五
五
年
（
安
政

二
）
三
月
四
日
の
伊
部
郡
野
口
村
の
「
落
革
議
定
記
録
帳
肇
に
よ
る
と
、
磯
多

小
石
衛
門
ほ
か
四
名
の
磯
多
に
よ
っ
て
議
定
書
が
作
ら
れ
、
二
ヵ
条
の
規
定
と
付
則

と
も
い
う
べ
き
も
の
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、

定

一
出
入
之
場
所
落
草
之
儀
ハ
、
先
例
之
通
り
銘
々
自
由
－
－
可
仕
供
、

一
脇
々
仁
入
来
牛
・
午
・
儲
・
鹿
・
い
わ
鹿
・
戊
等
迄
落
革
之
義
ハ
、
家
敦
中
軒

別
二
急
慶
割
符
可
致
侯
、

右
牛
馬
之
儀
者
、
先
例
之
通
り
本
家
小
右
衛
門
方
へ
は
ね
銭
百
文
相
遺
し
可
申

候、

と
あ
り
、
右
箇
条
の
趣
旨
を
き
び
し
く
守
る
こ
と
を
お
互
い
に
議
定
し
て
い
る
。
こ

れ
に
よ
る
と
、
五
名
の
磯
多
が
「
出
入
之
場
所
落
革
」
は
、
「
先
例
」
の
と
お
り
「
銘

々
自
由
」
に
処
理
す
る
と
し
て
い
る
。
「
出
入
之
場
所
」
は
、
五
名
が
「
拾
場
」
と

し
て
の
権
利
を
持
っ
て
い
る
地
域
で
あ
っ
て
、
議
定
書
表
紙
に
「
野
口
・
中
坪
両
村

控
役
中
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
野
口
村
だ
け
で
な
く
中
坪
村
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
野
口
・
中
坪
両
村
役
人
が
承
知
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
「
出
入
之
場
所
」

は
両
村
に
ま
た
が
っ
て
い
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
落
草
」
は
、
発
牛
馬
の
ほ

か
に
、
死
ん
だ
猪
●
鹿
．
い
わ
鹿
（
贅
●
犬
等
お
よ
び
そ
の
皮
を
指
し
、
先
例

の
よ
う
に
自
由
に
処
理
で
き
る
こ
と
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
権
利
を
持
っ

た
野
口
村
等
二
力
村
以
外
の
「
脇
々
」
よ
り
入
っ
て
来
た
牛
馬
等
の
落
革
は
、
五
名

の
磯
多
が
軒
別
に
「
割
符
」
す
る
こ
と
を
決
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
磯
多
身
分
内
に
お
い
て
、
「
落
革
」
の
配
分
は
基
本
的
に
は
平
等
に

す
る
こ
と
を
決
め
て
い
る
。
そ
し
て
「
出
入
之
場
所
落
革
」
は
先
例
を
確
認
し
て
い

る
が
、
「
協
々
仁
入
来
」
り
の
牛
馬
等
は
、
と
く
に
先
例
の
と
お
り
と
記
し
て
は
い

な
い
の
で
、
新
た
に
軒
別
に
割
符
す
る
と
し
て
平
等
化
を
は
か
っ
た
の
で
、
新
し
い

議
定
が
必
要
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
「
本
家
小
右
衝
門
」
の
既
得
権
（
「
先

例
の
通
り
」
）
　
と
し
て
牛
馬
の
処
分
の
場
合
の
み
、
小
右
衛
門
に
「
は
ね
銭
　
（
別

銭
）
　
」
一
〇
〇
文
を
与
え
る
こ
と
も
議
定
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、
野
口
村
に
お
い
て
苑
牛
馬
処
理
を
め
ぐ
っ
て
先
例
を
確
認

す
る
と
と
も
に
、
頭
筋
と
し
て
の
本
家
小
右
衛
門
に
対
し
て
、
新
し
い
権
利
を
平
碩

多
が
獲
得
し
っ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
平
蔵
多
の
進
出
、
頭
筋

∴
㍉
∴
　
∴
㍉
∴

一
八
三
〇
年
（
文
政
十
三
）
　
l

乗
よ
り
あ
ひ
合
の
阿
弥
陀
如
来

い
た
し
釆
供
処
、
然
ル
処
小
右

衛
門
壱
人
に
て
自
由
い
た
し
供
。
付
、
外
の
も
の
共
と
か
れ
こ
れ
申
あ
ら
そ
ひ
こ
お

よ
び
」
と
あ
り
、
野
口
村
境
多
仲
間
が
古
来
よ
り
「
あ
ひ
合
」
＝
共
有
し
な
が
ら
維

持
修
覆
し
て
来
た
阿
弥
陀
堂
お
よ
び
祝
殿
を
、
小
右
衛
門
一
人
で
「
自
由
」
に
し
た

た
め
他
の
蔵
多
と
争
い
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
自
由
い
た
し
侯
二
付
」
と

∴
∵
－
∵
　
∵
一
∵
∴

候
」
と
あ
る
か
ら
、
祝
殿
道
筋
幅
お
よ
び
阿
弥
陀
堂
修
覆
に
つ
い
て
、
小
右
衛
門
の

自
由
勝
手
が
問
題
に
さ
れ
、
今
後
共
同
し
て
相
談
の
上
決
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
争
い
は
、
下
寺
村
・
松
島
村
威
多
仲
間
の
調
停
に
よ
っ
て
解
決
を
し
た

の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
小
右
衝
門
の
先
例
無
視
に
対
す
る
抗
議
で
あ
っ
た
の
で
あ

る。

つ
ぎ
に
一
八
五
八
年
（
安
政
五
）
八
月
、
中
伊
部
郡
内
に
お
い
て
、
発
牛
馬
処
理

権
を
め
ぐ
っ
て
横
多
身
分
内
に
、
大
き
な
争
論
が
起
こ
る
。
こ
れ
は
前
述
の
よ
う
な

一
村
内
の
争
い
で
は
な
く
て
、
村
落
を
越
え
た
争
論
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
大
草
太
郎
左
衛
門
代
官
所
伊
部
郡
片
桐
村
の
う
ち
片
桐
町
壕
多
二
名
、
同
七

∴
二
∴
∵
∵
∴
∴
∴

な
の
で
、
そ
れ
ら
を
引
用
し
て
事
件
を
述
べ
て
み
た
い
。

ま
ず
片
桐
町
穣
多
の
主
張
に
よ
る
と
、
「
苑
牛
馬
皮
拾
取
」
は
、
一
七
〇
四
年

（
宝
永
元
年
）
中
伊
部
郡
筋
（
中
部
伊
都
地
方
の
意
）
村
々
t
〓
ハ
人
の
穣
多
が
立
ち



合
っ
て
取
り
決
め
、
片
桐
町
磯
多
≡
名
の
「
拾
場
」
は
、
北
は
内
藤
駿
河
守
領
分

（
高
遠
領
）
大
田
切
川
境
、
南
は
座
光
寺
右
京
知
行
所
境
之
沢
境
、
天
竜
川
よ
り
東

は
大
草
村
よ
り
小
渋
川
境
と
し
、
そ
こ
の
二
六
力
村
が
「
藩
牛
馬
皮
拾
場
」
と
な
っ

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
訴
訟
相
手
の
北
駒
場
相
磯
多
三
名
は
、
規
定
書
に
も
、
「
拾
場
」

が
な
い
と
調
印
さ
れ
て
い
る
の
に
、
松
平
摂
津
守
領
分
上
新
井
村
・
古
町
両
村
番
人

（
番
太
＝
非
人
）
銀
助
に
過
分
の
洒
代
金
を
与
え
、
去
る
巳
年
（
安
政
四
）
よ
り
両

村
の
発
馬
を
拾
い
取
っ
て
い
る
の
で
、
同
年
十
二
月
に
か
け
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
「
新

法
」
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
北
駒
場
村
で
も
古
来
か
ら

の
い
い
伝
え
に
よ
っ
て
、
上
新
井
村
・
古
町
村
両
村
の
場
合
は
、
「
山
手
」
へ
捨
て

た
牛
馬
は
片
桐
村
蔵
多
が
、
「
村
下
天
流
川
原
」
へ
捨
て
た
牛
馬
は
北
駒
場
村
で
拾

い
取
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
の
で
、
七
力
村
役
元
へ
こ
の
旨
を
申
立
て

北
駒
場
村
庄
屋
へ
か
け
あ
い
、
同
庄
屋
が
取
調
べ
て
く
れ
た
が
不
当
な
主
張
を
し
て

い
る
。
な
お
こ
の
七
月
十
八
日
上
新
井
村
に
発
馬
が
あ
り
、
か
け
あ
い
中
、
同
村
番

人
銀
助
を
北
駒
場
村
磯
多
が
済
ん
で
天
竜
川
原
へ
持
ち
運
ば
せ
拾
い
取
っ
た
こ
と
は

確
か
な
証
人
も
い
る
。
右
の
駒
馬
村
の
三
名
は
古
来
か
ら
拾
い
場
が
な
い
と
い
う
規

定
が
あ
る
の
を
私
欲
押
領
し
て
は
、
規
定
書
に
も
触
れ
、
片
桐
町
域
多
の
渡
世
も
で

き
に
く
く
、
か
っ
は
仲
間
の
取
締
に
も
難
鎮
す
る
の
で
、
規
定
の
と
お
り
守
ら
せ
、

両
村
は
も
ち
ろ
ん
他
村
へ
も
み
だ
り
に
入
り
込
ま
な
い
よ
う
に
仰
せ
聞
か
せ
て
い
た

だ
き
た
い
、
と
い
う
趣
旨
の
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
訴
状
は
、
片
桐
町
穣
多
か
ら
同
片
桐
村
名
主
谷
右
衛
門
・
年
寄
清
左
衝
門
を

通
じ
て
奉
行
所
へ
宛
て
ら
れ
、
そ
の
際
片
桐
七
力
村
惣
代
片
桐
町
名
主
谷
右
衛
門

（
前
掲
）
・
同
七
久
保
年
寄
清
左
衛
門
（
前
掲
）
　
か
ら
、
大
草
太
郎
左
衛
門
飯
島
御

役
所
に
対
し
て
、
奉
行
所
へ
添
翰
を
下
付
さ
れ
る
よ
う
願
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
北
駒
場
村
磯
多
≡
名
が
訴
答
書
を
同
村
名
主
を
通
じ
て
座
光
寺
右
京

御
役
所
へ
提
出
し
た
。
北
駒
場
村
域
多
の
訴
答
に
よ
る
と
、
飯
島
御
役
所
よ
り
座
光

寺
右
京
役
所
へ
か
け
あ
い
、
内
済
に
し
よ
う
と
努
力
し
た
り
、
七
久
保
村
喜
兵
衛
が

飯
島
御
役
所
の
内
意
を
う
け
て
北
駒
場
村
庄
屋
へ
内
済
示
談
の
働
き
か
け
を
し
て
も

ら
い
、
そ
れ
は
重
々
あ
り
が
た
い
け
れ
ど
も
、
訴
訟
方
の
申
し
分
に
任
せ
て
内
済
し

て
は
、
自
分
た
ち
の
渡
世
の
さ
し
つ
か
え
に
な
る
の
で
、
両
役
所
の
思
し
召
し
を
顧

み
ず
自
分
た
ち
の
考
え
を
申
し
上
げ
る
、
と
し
て
片
桐
町
磯
多
へ
の
反
論
を
つ
ぎ
の

よ
う
に
挙
げ
た
の
で
あ
る
。

①
宝
永
元
年
の
規
定
書
と
い
う
も
の
を
別
府
相
磯
多
藤
蔵
方
で
み
た
と
こ
ろ
、
文
章

が
正
し
く
な
く
字
も
分
か
ら
な
い
も
の
が
あ
り
、
年
月
日
な
く
印
判
に
蛇
の
目
様

あ
る
い
は
黒
印
あ
り
無
印
も
あ
り
で
、
た
し
か
な
調
印
と
も
み
え
な
い
。
私
ど
も

先
代
二
人
の
名
前
の
上
に
「
弐
入
着
な
し
」
と
小
事
し
た
墨
色
も
異
な
っ
て
い
る

よ
う
に
み
え
、
申
し
立
て
に
な
っ
て
い
る
書
付
と
は
み
え
な
い
。

②
右
書
付
に
出
原
村
二
人
、
絢
場
村
四
人
名
前
が
あ
る
が
、
商
売
の
場
所
の
な
い
所

に
な
っ
て
い
る
の
に
、
こ
れ
ま
で
さ
し
つ
か
え
な
く
皮
商
売
渡
世
を
し
て
い
る
。

③
訴
訟
方
三
名
の
「
先
牛
馬
拾
場
」
は
、
二
六
力
村
拾
場
と
申
し
立
て
て
い
る
が
、

木
下
相
磯
多
五
助
が
二
〇
カ
年
以
前
よ
り
、
赤
須
村
下
平
へ
住
居
し
て
最
寄
村
々

発
牛
馬
皮
を
勝
手
に
拾
い
取
り
し
て
い
る
の
に
、
訴
訟
方
の
者
は
こ
れ
ま
で
疑
義

を
述
べ
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
し
、
た
と
え
こ
れ
以
後
故
障
を
い
っ
て
も
数
年
来

拾
っ
て
き
た
の
だ
か
ら
、
訴
訟
方
の
申
し
分
に
は
任
せ
な
い
と
五
助
は
述
べ
て
い

る。
④
番
人
銀
助
に
酒
代
金
を
出
し
、
巳
年
か
ら
先
牛
馬
皮
拾
い
取
り
私
欲
押
領
し
て
い

る
と
い
い
、
上
新
井
村
・
古
町
村
へ
み
だ
り
に
入
り
込
み
拾
い
取
り
し
な
い
よ
う

に
い
う
が
、
こ
れ
は
新
法
に
は
な
く
、
銀
助
が
数
年
来
知
ら
せ
て
く
れ
た
の
で
あ

る
。
上
新
井
村
・
古
町
村
両
村
よ
り
山
手
へ
捨
て
た
分
は
片
桐
町
が
拾
い
私
た
ち

は
遠
慮
し
て
き
た
。
天
竜
川
原
へ
捨
て
た
分
は
、
私
ど
も
に
限
ら
ず
所
々
の
磯
多

が
入
り
会
っ
て
拾
っ
て
き
た
。
一
四
力
年
以
前
上
新
井
村
河
原
の
発
馬
を
番
人
銀

助
よ
り
知
ら
せ
て
も
ら
い
、
早
速
出
か
け
た
と
こ
ろ
、
訴
訟
人
徳
松
と
母
姉
三
人

拾
い
馬
し
て
い
る
の
で
、
相
合
に
　
（
お
互
い
に
共
同
し
て
）
拾
い
取
っ
た
こ
と
も

あ
る
。
ま
た
訴
訟
人
武
右
衛
門
は
相
手
作
太
郎
の
弟
で
、
五
力
年
前
片
桐
町
へ
養

子
に
出
し
た
者
で
、
義
子
に
行
く
前
同
居
中
、
古
町
河
原
に
発
馬
が
あ
る
と
銀
助

が
知
ら
せ
て
く
れ
た
の
で
、
兄
作
太
郎
と
同
道
で
皮
を
拾
い
取
っ
た
。
知
ら
せ
て

く
れ
た
場
合
は
、
だ
れ
に
で
も
相
応
の
謝
礼
を
出
す
が
、
多
分
の
酒
代
金
等
を
遣

わ
す
こ
と
は
、
か
つ
て
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

⑤
明
和
年
間
以
前
は
遠
方
ま
で
出
か
け
、
手
広
く
究
牛
馬
皮
を
拾
い
取
っ
た
が
、
故

障
を
申
立
て
る
村
が
あ
る
の
で
、
私
た
ち
の
先
代
が
江
戸
表
弾
左
衛
門
方
へ
行
き

問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
皮
商
売
す
る
者
の
い
る
村
へ
は
遠
慮
し
、
皮
商
売
す
る

者
の
い
な
い
村
へ
は
拾
い
取
っ
て
も
苦
し
く
な
い
と
聞
い
た
と
伝
え
ら
れ
、
上
新

井
村
・
古
町
村
に
限
ら
ず
皮
商
売
す
る
者
の
い
な
い
村
へ
出
か
け
拾
い
取
っ
て
き

⑤
当
年
七
月
銀
助
よ
。
上
新
井
村
発
馬
を
知
ら
せ
て
も
ら
い
拾
い
取
っ
た
が
、
こ
れ
　
2
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長
野
県
短
期
大
学
紀
要
第
三
四
号
（
一
九
七
九
）

は
山
手
へ
捨
て
た
は
ず
を
、
銀
助
に
叛
み
川
原
へ
捨
て
さ
せ
た
と
訴
訟
は
申
し
立

て
る
が
、
頼
ん
だ
こ
と
は
な
い
。
訴
訟
方
は
七
力
村
を
旦
那
場
と
し
て
も
ち
、
そ

の
手
当
米
が
多
く
あ
り
、
手
広
く
発
馬
皮
拾
い
取
り
を
し
な
く
て
も
渡
世
で
き
る

が
、
私
ど
も
は
旦
那
場
、
手
当
米
は
全
く
な
く
、
古
来
よ
り
拾
い
き
た
っ
た
上
新

井
村
・
古
町
村
ほ
か
村
々
へ
入
る
こ
と
を
阻
止
さ
れ
て
は
、
渡
世
も
で
き
な
い
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
内
済
・
示
談
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

以
上
の
二
つ
の
訴
状
・
訴
答
書
か
ら
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
実
を
確
定
で
き
よ
う
。

旧
先
牛
馬
・
皮
（
落
革
）
　
の
「
拾
場
」
　
（
拾
い
場
）
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。
伊
那
郡

片
桐
村
片
桐
町
磯
多
≡
名
の
拾
い
場
は
、
北
は
内
藤
氏
（
高
遠
藩
主
）
領
分
大
田
切

川
境
（
現
官
田
村
）
、
南
は
座
光
寺
知
行
所
境
之
沢
境
（
現
松
川
町
）
、
天
竜
川
東

は
大
宰
相
（
現
車
川
村
）
　
か
ら
小
渋
川
境
（
現
車
川
村
）
ま
で
の
l
〓
ハ
カ
村
で
あ
る
。

天
竜
川
西
に
比
し
て
天
竜
川
東
の
地
域
は
距
離
が
短
い
。
問
題
の
上
新
井
村
・
古
町

村
は
こ
の
拾
い
場
に
含
ま
れ
て
い
て
最
南
端
に
あ
り
境
ノ
沢
境
に
接
し
て
お
り
、
訴

答
者
の
北
駒
場
村
は
、
境
沢
川
の
南
に
接
し
、
上
記
三
名
の
拾
い
場
と
し
た
地
域
の

外
に
あ
る
。

物
安
永
元
年
の
規
定
書
は
存
在
し
た
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
内
容
の
信
頼
度
は
こ
の

文
事
だ
け
で
は
断
定
で
き
な
い
。
問
題
の
上
新
井
村
・
古
町
村
（
松
平
摂
津
守
領
）

の
発
牛
馬
は
、
訴
訟
方
は
片
桐
相
磯
多
の
分
と
主
張
し
、
訴
答
方
は
両
村
の
先
牛
馬

の
う
ち
「
山
手
」
へ
出
し
た
分
は
片
桐
村
域
多
、
天
竜
川
原
へ
出
し
た
分
は
北
餌
場

村
域
多
の
も
の
と
主
張
し
て
い
る
。

制
安
永
元
年
の
規
定
書
は
一
応
存
在
し
た
と
し
て
、
必
ず
し
も
こ
の
規
定
書
の
と
お

り
守
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
例
外
が
い
く
つ
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
訴
答

方
か
ら
挙
げ
た
木
下
村
か
ら
赤
須
村
へ
転
居
し
た
五
助
の
場
合
、
あ
る
い
は
訴
訟
方

武
右
衛
門
の
場
合
な
ど
問
題
が
残
ろ
う
。

如
明
和
年
間
以
前
は
、
拾
い
場
を
限
定
せ
ず
遠
方
ま
で
で
か
け
て
い
た
が
、
村
方
よ

り
故
障
が
お
こ
り
、
江
戸
弾
左
衛
門
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
皮
商
売
人
の
い
る

村
へ
は
、
髄
い
る
こ
と
を
遠
慮
し
、
い
な
い
村
は
尭
牛
馬
を
拾
っ
て
も
よ
ろ
し
い
と
い

う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
明
和
・
安
永
年
間
が
、
中
伊
部
地
方
の
発
牛
馬
処
理
方

法
の
エ
ポ
ッ
ク
を
作
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

悶
片
桐
村
磯
多
は
片
桐
七
力
村
を
旦
那
場
と
し
、
手
当
米
を
受
け
て
い
る
が
、
北
駒

場
相
磯
多
は
旦
那
場
を
一
軒
も
持
た
な
い
。

㈲
上
新
井
相
銀
助
は
、
上
新
井
村
と
古
町
村
両
村
の
番
人
で
あ
り
、
尭
牛
馬
の
存
在

を
磯
多
に
通
報
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
番
人
が
一
定
の
謝
金
を
取
っ
て
そ
の
管
轄

す
る
壕
多
に
報
知
す
る
の
で
あ
る
。
稜
多
と
番
人
の
関
係
を
よ
く
も
の
語
っ
て
い
る
。
2
6

ま
と
め
と
課
題

「
問
題
の
所
在
」
に
お
い
て
取
り
上
げ
た
課
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
と
、

①
の
基
礎
的
研
究
と
し
て
こ
の
小
論
を
ま
と
め
る
こ
と
の
意
味
は
、
不
十
分
な
が

ら
果
し
た
と
い
え
る
。

②
の
長
野
県
の
部
落
史
を
ト
ー
タ
ル
に
と
ら
え
る
た
め
の
、
南
信
地
方
の
部
落
史

の
特
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
点
は
ま
だ
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
、
比
較
検
討
す

る
上
で
史
料
不
足
は
否
め
な
い
。

③
に
お
い
て
近
世
南
信
地
方
の
独
自
の
問
題
点
と
し
た
二
つ
の
問
題
の
う
ち
、
机

部
落
の
分
布
が
少
な
い
理
由
に
つ
い
て
明
確
に
実
証
で
き
な
い
で
い
る
。
推
測
を
恐

れ
ず
概
括
的
に
仮
説
を
立
て
る
な
ら
ば
、
南
信
地
方
に
お
い
て
は
近
世
初
頭
に
お
け

る
経
済
的
発
展
の
お
く
れ
と
い
う
問
題
が
あ
り
は
し
な
い
か
。
そ
れ
が
社
会
的
括
抗

を
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
強
く
生
み
出
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
御
飽
披
官
制
度

と
い
う
隷
農
制
度
が
広
範
に
存
在
し
た
こ
と
と
あ
い
ま
っ
て
、
そ
れ
が
磯
多
身
分
の

存
在
を
そ
れ
ほ
ど
必
要
と
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
城
下
町
が
三
つ
、
そ
の
ほ

か
陣
屋
が
存
在
し
て
い
る
が
東
北
信
に
比
し
て
は
少
な
い
。
こ
れ
が
少
な
い
原
因
の

一
つ
に
な
り
は
し
な
い
か
　
（
た
だ
し
中
信
は
松
本
一
つ
で
あ
る
か
ら
そ
れ
だ
け
の
理

由
で
断
定
で
き
な
い
）
。
ま
た
も
う
一
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
、
皮
星
の
存
在
が
中
世

宋
近
世
初
頭
に
少
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ら
の
た
め
に
磯
多
身
分
が
少

な
く
か
れ
ら
に
長
吏
職
を
与
え
て
い
く
必
要
が
あ
り
、
長
吏
職
は
数
が
少
な
か
っ
ち

こ
の
長
吏
職
に
代
替
す
る
の
が
非
人
と
し
て
の
番
人
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
回
南
信

独
自
の
二
番
目
の
問
題
と
し
て
、
番
太
の
問
題
が
あ
る
。
稜
多
の
少
な
い
の
を
カ
バ

ー
す
る
の
が
番
太
と
考
え
て
み
る
と
、
諏
訪
領
で
は
、
近
世
に
部
落
が
城
下
に
し
か

な
く
、
城
下
の
蔵
多
が
回
村
し
な
が
ら
そ
の
地
域
の
番
太
を
指
揮
し
て
い
く
体
制
が

実
証
で
き
た
の
で
あ
る
。
伊
那
郡
で
も
番
太
は
重
要
で
あ
る
し
、
相
互
に
補
完
関
係

に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
ろ
う
。

④
南
信
地
方
の
大
正
期
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
社
会
運
動
（
青
年
運
動
・
普
選
運

動
・
農
民
運
動
・
社
会
主
義
運
動
な
ど
）
　
の
盛
行
は
、
地
域
の
民
主
化
に
大
き
く
貢

献
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
差
別
意
識
は
か
な
り
崩
れ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

そ
れ
ら
の
社
会
運
動
が
、
意
識
的
な
部
落
解
放
運
動
に
結
合
し
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
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南
信
地
方
で
は
、
戦
前
に
お
い
て
、
自
然
の
成
り
行
き
に
消
撞
的
に
任
せ
る
同
化
、

あ
る
い
は
部
落
改
善
と
い
っ
た
部
落
住
民
の
生
活
向
上
な
ど
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の

で
は
な
か
っ
た
か
。
た
と
え
ば
諏
訪
の
部
落
で
は
明
治
期
か
ら
、
土
地
の
取
得
に
力

を
入
れ
、
道
路
な
ど
の
環
境
改
善
、
諏
訪
神
社
の
御
柱
行
事
、
産
土
神
の
御
柱
行
事

へ
の
積
極
的
参
加
、
祭
へ
の
寄
付
、
学
校
教
育
へ
の
奨
励
、
地
域
共
同
体
行
事
等
へ

絹
摘
録
冒
相
調
皆
謂
謂
関
招
㌫
机
銅
㌍
紅
絹
鴇

た
が
、
そ
う
い
う
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
こ
の
部
落
か

＋
∴
∴
■
．
∴
㍉
∴
㍉
∴

平
運
動
が
お
こ
ら
な
か
っ
た
問
題
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し

近
代
南
信
地
方
部
落
史
は
後
究
を
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
後
の
課
題
と
し
て
、
次
の
諸
点
を
問
題
に
し
た
い
。

①
南
信
地
方
の
近
世
部
落
の
成
立
の
経
過
と
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。

②
部
落
の
公
的
任
務
お
よ
び
生
業
（
苑
牛
馬
処
理
の
ほ
か
）
を
具
体
的
に
明
ら
か
に

する。
③
神
仏
信
仰
と
の
結
合
、
祭
祀
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。
諏
訪
神
社
の
役
割
と
部

落
問
題
を
も
考
え
る
。

④
さ
ま
ざ
ま
な
差
別
事
象
を
明
ら
か
に
す
る
。

⑤
幕
藩
・
領
主
の
部
落
関
係
史
料
の
発
掘
。

⑥
御
飽
被
官
制
慶
の
推
移
と
部
落
の
か
か
わ
り
。

注
l
一
九
五
〇
年
（
昭
和
三
十
五
）
五
月
か
ら
信
濃
史
学
会
誌
『
信
濃
』
に
発
表
さ

れ
た
「
信
州
に
お
け
る
部
落
史
素
描
」
の
副
題
の
つ
い
た
近
世
部
落
問
題
の
一

連
の
論
文
ほ
か
力
作
が
多
数
あ
る
。

2
尾
崎
行
也
氏
の
、
同
じ
く
『
信
濃
』
に
発
表
さ
れ
た
主
と
し
て
東
信
地
方
の
部
落

史
の
論
文
。
な
お
氏
は
最
近
「
信
濃
の
被
差
別
部
落
」
　
（
部
落
解
放
研
究
所
編

『
近
世
部
落
の
史
的
研
究
』
下
巻
所
収
）
を
発
表
さ
れ
、
信
渡
の
近
世
部
落
史
の

研
究
史
の
整
理
と
北
佐
久
郡
望
月
地
区
部
落
史
を
ま
と
め
ら
れ
た
。

3
差
別
が
強
く
行
政
権
力
の
意
志
が
町
村
の
末
端
ま
で
行
き
届
い
て
い
た
戦
前
の
調

査
は
か
な
り
の
信
頼
度
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
近
世
の
部
落
の
分
布
を
一
九
二
二
二

年
の
段
階
か
ら
類
推
す
る
の
は
無
理
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
明
治
初
期
の
調
査
が
不

明
確
な
の
で
便
宜
一
九
三
三
年
の
「
全
国
調
査
」
に
拠
っ
た
。
明
治
初
期
の
津
別

調
査
は
表
3
に
参
考
と
し
て
ま
と
め
て
あ
る
。

4
高
遠
藩
に
伝
承
文
書
が
あ
る
が
信
頼
性
は
低
い
と
い
う
（
塚
田
正
朋
民
御
教
示
）
。

5
『
長
野
県
史
近
世
史
料
編
第
四
巻
〓
）
南
信
地
方
』
　
（
上
伊
那
地
方
）
九
八
五

頁。
6
同
右
九
九
六
頁
。

7
長
野
県
編
『
長
野
県
町
村
誌
』
南
信
篇
。

8
『
上
片
桐
村
託
』
三
四
〇
頁
。

9
『
同
右
』
三
四
二
－
⊥
ニ
聖
二
貢
。

1
0
上
伊
那
邪
飯
島
町
七
久
保
共
有
「
村
中
相
談
之
上
相
定
琵
文
之
事
」

1
1
『
長
野
県
史
近
世
史
料
編
第
四
巻
（
こ
南
信
地
方
』
一
〇
〇
九
貢
。

1
2
長
野
県
史
刊
行
会
探
訪
写
真
史
料
（
諏
訪
郡
富
士
見
町
乙
事
共
有
文
書
）

1
3
『
長
野
県
史
近
世
史
料
編
第
三
巻
南
信
地
方
』
五
二
六
～
五
二
七
貢
。

1
4
訴
訟
文
書
に
は
「
駒
場
村
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
北
駒
場
村
」
で
、
下
伊
部
の

「
駒
場
村
」
で
は
な
い
。

1
5
長
野
県
史
刊
行
会
探
訪
写
真
史
料
・
安
政
五
年
八
月
「
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
供
」

1
6
長
野
県
史
刊
行
会
探
訪
写
真
史
料
・
安
政
五
年
「
乍
恐
以
書
附
奉
中
上
僕
」

1
7
岡
谷
市
小
坂
共
有
「
持
上
ケ
申
手
形
之
事
」

1
8
長
野
県
史
刊
行
会
探
訪
写
真
史
料
（
整
理
番
号
3
Ⅰ
高
Ⅰ
村
一
〇
六
－
一
～
〓
）

1
9
同
右
（
諏
訪
市
赤
沼
今
井
等
男
氏
所
蔵
）

2
0
・
2
1
・
2
2
同
右
（
諏
訪
郡
原
村
中
新
田
共
有
・
茅
野
市
福
沢
共
有
・
諏
訪
郡
富
士

見
町
先
能
共
有
）

2
3
『
長
野
県
史
近
世
史
料
編
第
四
巻
（
t
）
南
信
地
方
』
　
（
上
伊
那
地
方
）
一
〇
三

六貢。

以
同
右
l
 
O
〓
ハ
～
一
〇
一
七
貢
。

2
5
長
野
県
史
刊
行
会
探
訪
史
料
・
安
政
五
年
八
月
「
乍
恐
以
寄
付
奉
麻
上
侯
」

2
6
同
着
探
訪
史
料
・
安
政
五
年
「
乍
恐
以
寄
附
奉
中
上
候
」

㌘
諏
訪
市
の
部
落
に
残
さ
れ
た
「
万
記
録
」
は
、
こ
の
間
の
事
情
を
よ
く
示
す
史
料

で
あ
る
。

2
8
東
京
都
小
林
杜
人
民
所
蔵
、
三
・
一
五
事
件
「
予
審
終
結
決
定
勝
本
」

2
9
伊
郡
市
手
良
に
お
け
る
聞
き
と
り
。

南
信
濃
地
方
に
お
け
る
前
近
代
部
落
史
の
研
究
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長
野
県
短
期
大
学
紀
要
第
三
四
号
　
（
一
九
七
九
）

（
付
記
）
　
こ
の
論
考
の
素
案
と
問
題
提
起
の
内
容
は
、
一
九
七
九
年
八
月
二
十

六
日
の
諏
訪
史
談
会
に
お
け
る
私
の
講
演
層
「
長
野
県
の
部
落
史
と
解
放
運
動
1

中
南
信
地
方
を
中
心
と
し
て
」
の
中
で
少
し
触
れ
た
。
こ
の
論
考
は
そ
の
後
、
改
め

て
吟
味
構
想
し
て
成
稿
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
は
後
兜
に
残
し
た
が

下
伊
那
郡
阿
智
村
の
関
係
史
料
が
あ
る
。
最
後
に
、
南
信
地
方
の
部
落
関
係
史
料
を

心
よ
く
借
覧
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
長
野
県
史
刊
行
会
に
深
く
感
謝
申
し
あ
げ
た
い
。

（歴史学）


